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(1) 計画の背景 
今日，人口減少・少子高齢化の進展，経済の低成長化・グローバル化，地球環

境問題への関心の高まり，国民の価値観やライフスタイルの多様化などを背景と

して，国民の意識は，日常生活における心の豊かさを求める考え方に変化しつつ

あり，心豊かな市民生活の形成に資する文化芸術の役割が重要性を増しています。 

文化芸術は，生活に感動や喜びをもたらし，新しいものの見方や価値観を育み，

創造力を養います。また，その担い手となることで，自己表現による充実感を得

ることができます。 

伝統文化や文化財などは，それを継承することにより世代間のきずなが深まり，

地域の人々が交流することで，自らの地域の文化を再認識し，誇りを持つことが

できるようになります。 

また，これからの文化芸術を担っていく青少年が，人格形成にとって最も大切

な時期に，鑑賞や表現活動などを通じて文化芸術に触れることにより，豊かな感

性や多様な創造力を育むことに結び付いていきます。  

このように，文化芸術は，心豊かな活力ある社会を形成する上で重要な役割を

担っていますが，現状では，必ずしも本市の文化芸術活動が十分に行われている

とはいえず，これまで本市において培われてきた文化芸術をどのように継承し，

発展させ新たな文化芸術を創造していくかなど，本市の文化芸術の振興を計画性

をもって体系的に図っていくことが課題となっています。 

こうした中，国においては，平成１３年に文化芸術の振興に関する国の基本理

念と方向を示した「文化芸術振興基本法（平成１３年法律第１４８号）」が施行

され，平成２７年には，第４次の「文化芸術の振興に関する基本的な方針」が公

表されました。 

これらの中で，地方公共団体においては，それぞれの地域の実情を踏まえた，

特色ある文化芸術振興の主たる役割を担うことが求められています。 

呉市文化芸術振興計画（以下「本計画」という。）は，こうした背景と課題を

踏まえて，本市における文化芸術振興の理念を明らかにするとともに，文化芸術

振興の目標と施策の方針を定めるもので，文化芸術振興施策を総合的，効果的に

推進し，市民の文化芸術活動の促進を図り，誰もが心豊かに暮らせる活力のある

まちづくりに資することを目的とするものです。 

 

 

 

 

 

  

１ 計画の基本的事項 
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(2) 計画の位置付け 
本計画は，今後１０年間，市民，芸術家，文化芸術活動団体，企業などの事業

者及び行政の協働により呉市の文化芸術を振興していく基本となる指針とします。 

本計画は，文化芸術の振興に関する国の方針や県の動向，市の上位計画である

第４次呉市長期総合計画・後期基本計画を受けながら，今日的な課題に対応した

文化芸術振興のための施策を総合的かつ計画的に推進するための指針として策定

します。 

 

■呉市文化芸術振興計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) 計画の期間 

本計画の期間は，平成２９年度から平成３８年度の１０年間とします。  

 

(4) 計画の対象とする文化芸術の範囲  
本計画では，次のような範囲を「文化芸術」の対象とします。 

芸    術 文学，音楽，美術，写真，演劇，舞踊，映画等のメディア芸術等 

芸    能 講談，落語，浪曲，漫談，漫才，歌唱等 

伝統文化 伝統芸能，祭礼行事等 

文 化 財 有形・無形の文化財並びに保存技術等  

生活文化 茶道，華道，書道，衣食住等に係る生活様式その他の生活文化等  

 

（
国
）
文
化
芸
術
振
興
基
本
法 

第4次呉市長期総合計画 

呉市文化芸術振興計画 

（計画期間：平成29～38年度） 

（
県
）
ひ
ろ
し
ま
文
化
・
芸
術
振
興
ビ
ジ
ョ
ン 

連携 

○（公益財団法人）呉市文化振興財団 
○（公益財団法人）蘭島文化振興財団 
○呉市文化団体連合会・呉美術協会  
○まちづくりセンター講座・サークル など 

各種施策の展開 
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(1) 文化芸術振興に関する現状 
 

ア 呉市の立地特性と文化芸術の継承 

呉市は，瀬戸内海のほぼ中央部，広島県の南西部に位置し，瀬戸内海に面す

る陸地部と，倉橋島や安芸灘諸島などの島しょ部で構成される気候温和で自然

環境に恵まれた都市です。 

陸地部の北部には，灰ヶ峰，野呂山を始め，山が連なり，市域全体を通じて

平たん地が少なく，集落が分断された形となっています。 

こうした地形から山と海の風光明媚な自然に恵まれた地域特性の中で，様々

な民俗芸能，祭りなどの年中行事や工芸技術などの伝統文化が育まれるととも

に，特徴のある町並みが形成され，心豊かに暮らせる地域を形成してきました。 

 

イ 旧海軍として栄えた文化芸術の継承 

近代呉市の発展は，明治２２年の呉鎮守府の開庁とともに本格的な海軍基地

の建設が進められたことに端を発し，旧海軍の拡張とともに，工廠
し ょう

や関連施設

が次々に建設され，全国各地から人々が集まり，明治３５年１０月１日に市制

を施行，最盛期の昭和１８年には人口４０万人を超える，日本一の海軍工廠を

擁するまちとして発展しました。 

その後，終戦による旧海軍の解体とともに，その存立基盤を一挙に失い，人

口も１５万人に激減しましたが，平和産業港湾都市への転換により，瀬戸内海

における有数の工業都市として広島県の産業経済の発展をけん引しています。 

また，旧海軍が築いた水道施設や港湾施設，病院などの都市基盤は市民生活

に欠かせないものとして現在も活用されており，また，市民の生活を豊かにす

る文化活動も脈々と受け継がれています。 

 

ウ 多様な文化資源の活用 

呉市は，平成１７年４月までの近隣８町との合併により，下蒲刈の蘭島文化

振興施設，重要伝統的建造物群保存地区の豊町御手洗の町並みや各地区の文化

財など特色ある地域の文化資源を多数有することとなりました。 

現在，呉市文化ホールや呉市立美術館などを始めとする既存の文化施設を，

多くの市民が文化芸術に触れる機会を提供する場として活用しています。 

また，平成２８年３月に開館した「くれ絆ホール」を身近な文化活動の発表

の場として活用しながら，市民の文化芸術活動の振興に取り組んでいます。 

さらに，平成２８年４月には，鎮守府が設置された旧軍港四市（神奈川県横

須賀市・広島県呉市・長崎県佐世保市・京都府舞鶴市）が共同申請した「日本

近代化の躍動を体感できるまち」が日本遺産に認定されるなど，呉市がたどっ

た歴史や文化を大切にして呉らしい文化活動の振興に取り組んでいます。 

２ 呉市の文化芸術振興に関する現状と課題 
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(2) 文化芸術振興に関する市民等の意識 
「本計画」策定のための基礎資料とすることを目的として，市民及び文化芸術

活動を行っている団体を対象にアンケート調査を実施しました。 

 
ア 文化芸術振興に関する市民アンケート調査結果 
 
■調査の概要 

① 調査の主な内容 

・文化芸術に関する呉市のイメージ 

・文化芸術に関する鑑賞・活動状況 

・歴史文化の保護と活用を図るために必要な施策 

・文化芸術活動の推進を図るために必要な施策 

② 調査対象者：市内に居住する18歳以上の市民 2,000人（無作為抽出） 

③ 調査方法：郵送配布，郵送回収 

④ 調査期間：平成28年８月22日～同年９月23日 

⑤ 配布・回収の状況 

・配布数 2,000件，有効回収数 804件，有効回収率40.2％ 

 
(ｱ) 回答者の属性 

回答者の性別割合は，「男性」が40.0％，「女性」が59.7％で，女性の割合

が高くなっています。 

回答者の年齢別割合は，「70代以上」が30.3％で最も高く，次いで「60代」

が23.1％，「40代」が14.9％などの順となっており，60代以上が53.4％と半数

を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 文化芸術に関する呉市のイメージ 

呉市を「文化芸術活動が盛んなまち」と思う人と思わない人は，おおむね５

割で２分されています。 

「盛んではない」と思う人の理由として，「文化芸術の鑑賞機会が少ない」，

「文化芸術に関する情報が少ない」を挙げた人の割合が高くなっています。 

注：図中Ｎは有効回答者数、図中数値は割合を示す。（以下同様）  

図2 回答者の年齢

0.7 20代
5.1

30代
11.1

40代
14.9

50代
14.6

60代
23.1

70代以上
30.3

無回答
0.1

Ｎ=804
(％)

10代

男性
40.0

女性
59.7

無回答
0.2

Ｎ=804
(％)

図1 回答者の性別
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19.4

20.9

10.1

12.2

11.0

6.4

8.1

7.5

11.0

10.7

6.7

15.1

4.1

44.1

13.9

13.0

31.9

17.7

6.4

0.9

クラシック音楽

吹奏楽

軽音楽

合唱

演劇

ミュージカル

バレエ・ダンス

歌舞伎・狂言

落語

華道

茶道

書道

日本舞踊

絵画

写真

彫刻・美術工芸

映画

地域の伝統芸能・文化

その他

無回答 Ｎ=345
(％)

図6 主な鑑賞分野

（回答者は「文化芸術の鑑賞経験」で
「鑑賞した」と回答した人）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 文化芸術の鑑賞 

この１年間に文化芸術を「鑑賞した」

人の割合は42.9％，「鑑賞していない」

は56.6％となっています。 

「鑑賞した」人の主な鑑賞分野は「絵

画」(44.1％)，「映画」(31.9％)の割合

が高くなっています。 

 

 

 

  

図3 「文化芸術活動が盛んなまち」
かどうか

思う
12.2

やや思う
35.7

あまり
思わない
42.4

思わない
7.5

無回答
2.2

Ｎ=804
(％)

鑑賞した
42.9

鑑賞して
いない

56.6

無回答
0.5

Ｎ=804
(％)

図5 文化芸術の鑑賞経験（１年以内）

50.4

59.6

18.5

7.7

13.7

12.7

19.5

7.2

7.7

1.7

文化芸術の鑑賞機会が少ない

文化芸術に関する情報が少ない

活動の成果発表の機会が少ない

文化財等が保存・活用されていない

郷土芸能が保存・継承されていない

行政からの支援が少ない

活動を行う施設が不足している

費用が掛かる

その他

無回答
Ｎ=401
(％)

図4 文化芸術活動が盛んではないと思う理由
（複数回答，回答数三つ以内）

（回答者は「文化芸術活動が盛んなまち」で「あまり
思わない」「思わない」と回答した人）
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36.0

36.0

27.0

11.2

4.0

13.0

21.3

24.2

6.8

1.1

時間的に余裕がない

魅力ある催しがない

興味がない

会場が近くにない

会場までの交通手段がない

費用が掛かる

催しに関する情報がない

日時の都合が合わない

その他

無回答

図7 文化芸術を鑑賞しない理由
（複数回答，回答数三つ以内）

（回答者は「文化芸術の鑑賞経験」で
「鑑賞していない」と回答した人）

Ｎ=455
(％)

一方，文化芸術を「鑑賞していない」

人の鑑賞していない理由としては，「時

間的に余裕がない」，「魅力ある催しが

ない」などを挙げた人の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

(ｴ) 文化芸術に関する活動状況 

文化芸術活動をしていない人の割合は

85.1％と高く，その理由として「時間的

に余裕がない」，「参加したい活動がな

い」，「興味がない」などを挙げた人の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため，文化芸術鑑賞，活動への参加などを促す上では，時代のニーズに

即した魅力ある催し物，文化芸術活動の普及や情報提供を図るとともに，「時

間的に余裕がない」人も手軽に参加できる仕組みづくりについても検討する必

要があります。 

 

(ｵ) 歴史文化の保護と活用に関して必要なこと 

地域の伝統芸能・文化を継承するために必要なこととしては，「担い手の育

成」を，文化財等を保存するために必要なこととしては，「文化財の指定や保

存・修復」と「地域や郷土史会等の保存・継承団体の活動」を挙げた人の割合

が特に高くなっています。 

活動している
14.4

活動していない
85.1

無回答
0.5

Ｎ=804
(％)

図8 文化芸術に関する活動状況

42.5

22.7

25.4

8.9

2.5

12.4

17.7

18.6

16.7

8.3

2.0

時間的に余裕がない

参加したい活動がない

興味がない

活動している場所が近くにない

活動場所までの交通手段がない

費用が掛かる

一緒に活動する仲間がいない

活動に関する情報がない

日時の都合が合わない

その他

無回答 Ｎ=684
(％)

図9 文化芸術活動をしない理由
（複数回答，回答数三つ以内）

（回答者は「文化芸術に関する活動状況」で
「活動していない」と回答した人）
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また，文化財等の公開・活用に関し

ては，「文化財等に関する学習機会の

提供」，「学校や関係団体機関との連

携」，「文化財等に関する情報提供の

充実」などを挙げた人の割合が高くな

っています。 

このため，伝統芸能・文化，文化財

等に関する情報提供の充実を図るとと

もに，地域・市民団体や学校などと連

携しながら，担い手の育成などを通じ

て，これらの継承と保存を図る必要が

あります。 

 

(ｶ) 文化芸術活動の推進を図るために必

要なこと 

文化芸術活動の推進を図るために必

要なこととして，「文化芸術活動に関

する情報提供の充実」，「文化芸術関

係のイベントの開催」，「鑑賞機会の

提供，充実」，「文化芸術に誰でも親

しめる体験の場の確保」などを挙げた

人の割合が高くなっており，これらを

踏まえて，適切な振興策を進める必要

があります。 

  

21.3

56.8

39.4

34.0

28.4

38.9

2.5

4.6

伝統芸能等の実態調査

担い手の育成

継承団体等の支援

学校等との連携

伝統芸能等の発表機会の確保

情報提供の充実

その他

無回答
Ｎ=804
(％)

図10 伝統芸能・文化を継承・支援するために
必要なこと（複数回答，回答数三つ以内）

60.4

29.2

24.3

51.5

31.0

15.3

3.7

5.3

文化財の指定や保存・修復

文化財等の継続的な調査・研究

歴史的価値のある書籍や資料等の整理

地域や郷土史会等の保存・継承団体の活動

専門的指導者の育成

大学等の関係機関との連携

その他

無回答
Ｎ=804
(％)

図11 文化財等を保存するために必要なこと
（複数回答，回答数三つ以内）

文化財等に関する学習機会の提供

専門的指導者の育成

学校や関係団体機関との連携

企業との連携

文化財の保存・修復

文化財等に関する企画展などの開催

文化財等に関する施設の充実

文化財等に関する情報提供の充実

その他

無回答 Ｎ=804
(％)

図12 文化財等を公開・活用するために必要
なこと（複数回答，回答数三つ以内）

44.3

24.1

33.2

14.6

29.2

27.5

17.3

35.8

2.9

4.7

文化芸術活動に関する情報提供の充実

文化芸術関係のイベントの開催

鑑賞機会の提供，充実

文化芸術活動を行う場の確保

文化芸術活動の発表機会の充実・確保

文化芸術活動団体に対する支援

質の高い文化芸術活動家や団体の招へい

施設のバリアフリーなどの環境整備

芸術等の活動を行う施設の充実

専門的な講師や指導者の育成

文化芸術に関する国際交流の促進

伝統芸能の保存

市民の文化意識の高揚

文化芸術に誰でも親しめる体験の場の確保

その他

無回答
Ｎ=804
(％)

図13 文化芸術活動の推進を図るために必要な
こと（複数回答，回答数三つ以内）

38.7

36.8

37.9

6.2

14.1

9.7

14.6

10.1

7.0

9.7

4.0

10.1

20.1

25.6

2.9

4.9
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イ 文化芸術振興に関する市民団体等アンケート調査結果 
 
■調査の概要 

① 調査の主な内容 

・団体の概要（活動内容，活動人数，活動頻度など） 

・団体の活動状況と問題点 

・文化芸術活動の推進を図るために必要な施策 

② 調査対象者 

・呉市文化団体連合会に加入し，文化芸術活動を行っている団体 

③ 調査方法：郵送配布，郵送回収 

④ 調査期間：平成28年８月22日～同年９月23日 

⑤ 配布・回収の状況 

・配布数 192件，有効回収数 138件，有効回収率71.9％ 

 

(ｱ) 団体の概要 

市民団体等の主な活動内容は，「音楽・演奏」，「コーラス・合唱」，「詩

吟・吟詠」などをはじめ様々です。 
 

■主な活動内容 

活動 

内容 

音楽 

演奏 

ｺｰﾗｽ 

合唱 

演劇 

バレエ 

ダンス 

能 

日本 

舞踊 

落語 

民謡 

華道 

茶道 

書道 

俳句 

短歌 

川柳 

詩吟 

吟詠 

工芸 

手芸 

洋裁 

その他 

無回答 

団体数 41 14 7 9 11 18 3 14 7 14 

 

団体の活動人数は，「１～９人」，「10～19人」，「20～49人」，「50人以

上」がそれぞれ２～３割を占めるなど，多様な構成となっています。 

メンバーの中心年代別割合は，「60代」が52.9％，「70代」が43.5％である

など，高年齢者の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注：図中Ｎは有効回答者数、図中数値は割合を示す。（以下同様）  

１～９人
29.0

10～19人
25.4

20～49人
25.4

50～99人
13.0

100人以上
7.2

図14 団体の活動人数

Ｎ=138
(％)

5.1

1.4

3.6

5.8

11.6

52.9

43.5

23.9

0.0

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

幅広い年代に分布

無回答

図15 団体メンバーの中心年代
（複数回答，回答数三つ以内）

Ｎ=138
(％)
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(ｲ) 団体の活動状況 

市民団体等の活動回数は「週に１回以

上」が38.4％，「月に２～３回程度」が

41.3％を占めるなど，盛んな活動が行わ

れています。 

団体の活動成果を発表する機会につい

ては，大半の団体が「ある」と答え，発

表する回数は，「年に３回以上」が56.9％

を占めるなど，活発な活動が行われてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 団体活動を行う上での問題点 

団体活動を行う上での問題点は，「メンバーが高齢化している」，「メンバ

ーを募集しても集まらない」などを挙げた団体の割合が高くなっており，対応

策を検討する必要があります。 

 

 

  

Ｎ=130
(％)

図18 活動成果を発表する回数

（回答者は「活動成果の発表機会の有無」
で「ある」と回答した団体）

年に１回
程度
20.8

半年に
１回程度
20.0

年に３～５
回程度

37.7

年に６回
以上
19.2

無回答
2.3

ある
94.2

ない
4.3

無回答
1.4

Ｎ=138
(％)

図17 活動成果の発表機会の有無

図16 団体の活動回数

Ｎ=138
(％)

週に３回
以上

11.6

週に１～２
回程度

26.8
月に２～３
回程度

41.3

月に１回
程度
13.0

半年に１回
程度

2.9

その他
1.4

無回答
2.9

13.8

31.9

67.4

21.0

13.8

1.4

2.9

7.2

1.4

0.7

23.9

1.4

12.3

活動資金が不足している

メンバーを募集しても集まらない

メンバーが高齢化している

日常的に活動しているメンバーが少ない

活動場所が確保できない，少ない

活動成果を発表する場や機会が少ない

他団体と交流する場や機会がない

活動内容をＰＲする場や機会が少ない

活動を指導する人材がいない

団体の事務や運営の担当者がいない

費用が掛かる

その他

無回答

図19 団体活動を行う上での問題点
（複数回答，回答数三つ以内）

Ｎ=138
(％)
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また，他の文化芸術関係団体，学校，

地域の自治会等と連携している団体が約

８割であることから，各種団体と連携す

ることにより，活動を維持している状況

が推察されます。 

 

 

 

 

 

(ｴ) 文化芸術活動の推進を図るために必要なこと 

ａ 文化芸術に関して必要な情報 

文化芸術に関して必要な情報

としては，「市内にある活動可

能な施設の情報」，「市が行う

講座や催し物に関する情報」，

「補助金等の支援施策に関する

情報」，「活動団体，サークル

等に関する情報」などを挙げた

団体の割合が高くなっており，

多岐にわたる情報提供の充実が

求められています。 

 

ｂ 文化芸術活動の推進を図るため

に必要なこと 

文化芸術活動の推進を図るた

めに必要なこととして，「文化

芸術活動団体に対する支援」，

「市民の文化意識の高揚」，「文

化芸術に誰でも親しめる体験の

場の確保」などを挙げた団体の

割合が高くなっており，これら

を踏まえて適切な振興策を進め

る必要があります。 

 

 

 

 
 
 

60.9

22.5

17.4

19.6

15.2

5.1

4.3

他の文化芸術関係団体と連携

学校等と連携

地域の自治会等と連携

上記以外の団体と連携

特に連携していない

その他

無回答

図20 他団体との連携状況
（複数回答，回答数無制限）

Ｎ=138
(％)

18.8

10.9

10.9

13.8

18.1

29.7

19.6

4.3

16.7

5.8

6.5

15.2

31.9

26.1

0.7

14.5

文化芸術活動に関する情報提供の充実

文化芸術関係のイベントの開催

鑑賞機会の提供，充実

文化芸術活動を行う場の確保

文化芸術活動の発表機会の充実・確保

文化芸術活動団体に対する支援

質の高い文化芸術活動家や団体の招へい

施設のバリアフリーなどの環境整備

芸術等の活動を行う施設の充実

専門的な講師や指導者の育成

文化芸術に関する国際交流の促進

伝統芸能の保存

市民の文化意識の高揚

文化芸術に誰でも親しめる体験の場の確保

その他

無回答

図22 文化芸術活動の推進を図るために必要な
こと（複数回答，回答数三つ以内）

Ｎ=138
(％)

49.3

34.8

35.5

29.7

19.6

3.6

15.2

市内にある活動可能な施設の情報

市が行う講座や催し物に関する情報

補助金等の支援施策に関する情報

活動団体，サークル等に関する情報

人材育成に係る研修や講習会等に関する情報

その他

無回答

図21 文化芸術に関して必要な情報
（複数回答，回答数無制限）

Ｎ=138
(％)
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(3) 文化芸術振興に関する課題 
 
ア 文化芸術振興に関する現状から 

 

(ｱ) 呉市の立地特性と文化芸術の継承 

瀬戸内海に面する陸地部と倉橋島や安芸灘諸島などの島しょ部で構成される

地域の中で育まれた様々な伝統文化，自然環境，町並みなどを，地域の貴重な

財産として継承する必要があります。 

 

(ｲ) 旧海軍として栄えた文化芸術の継承 

日本遺産に象徴される本市に存する旧海軍由来の建造物や生活文化などの文

化資源を，市民共通の貴重な財産として周知し，継承する必要があります。 

 

(ｳ) 既存の文化施設と多様な文化資源の活用 

呉市文化ホール，呉市立美術館，くれ絆ホールなどを，身近な文化活動の発

表の場として今以上に活用する必要があります。 

また，下蒲刈の蘭島文化振興施設，豊町御手洗の町並み，音戸の舟唄，倉橋

の長門の造船歴史館などの各地区の文化財などを活用する必要があります。 

 

イ 市民アンケート調査結果から 

 

(ｱ) 文化芸術に関する情報提供と体験機会の拡大 

呉市を「文化芸術の活動が盛んなまち」と思わない人がおおむね５割を占め，

その理由として，「文化芸術に関する情報が少ない」，「文化芸術の鑑賞機会

が少ない」などを挙げた人の割合が高くなっており，「文化芸術に関する情報

の提供」と「文化芸術の鑑賞機会の拡大」に取り組む必要があります。 

 

(ｲ) 文化芸術の活動の魅力化 

この１年間に文化芸術を「鑑賞していない」人の割合は半数を超え，その理

由として「時間的に余裕がない」，「魅力ある催しがない」を挙げた人の割合

が高くなっています。 

また，文化芸術の活動について，活動をしていない人の割合は８割を超え，

その理由として「参加したい活動がない」を挙げた人の割合が高くなっていま

す。 

このため，文化芸術の鑑賞，活動への参加を促す上では，催し物，活動の魅

力化を図る必要があります。 
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(ｳ) 文化芸術に手軽に参加できる仕組みづくり 

文化芸術を鑑賞していない理由及び活動に参加していない理由に，「時間的

に余裕がない」を挙げた人の割合が高いことや，文化芸術に誰でも親しめる体

験の場の確保など，誰もが手軽に参加できる仕組みづくりについても検討する

必要があります。 

 

(ｴ) 伝統芸能・文化の継承と文化財等の保存 

地域の伝統芸能・文化を継承するために必要なこととして「担い手の育成」

を，文化財等を保存するために必要なこととして「文化財の指定や保存・修復」

と「地域や郷土史会等の保存・継承団体の活動」を挙げた人の割合が特に高く

なっています。 

また，文化財等の公開・活用に関連しては，「文化財等に関する学習機会の

提供」，「文化財等に関する情報提供の充実」，「学校や関係団体機関との連

携」などを挙げた人の割合が高くなっています。 

このため，担い手の育成を図るとともに，地域・市民団体や学校などと連携

しながら，伝統芸能・文化の継承と文化財等の保存を図る必要があります。 

 

ウ 市民団体等アンケート調査から 

 

(ｱ) 多様な文化芸術活動の支援 

本市では，多様な市民団体等により様々な文化芸術活動が活発に行われてい

ます。 

一方で，これらの市民団体等の多くは，メンバーの高齢化，メンバー不足な

どの問題を抱えています。 

このため，市民の文化芸術活動の振興を図る上では，これらの団体の活動と

若者世代の加入による活性化を支援する必要があります。 

 

(ｲ) 文化芸術に関する情報提供の充実 

文化芸術に関して必要な情報については，「市内にある活動可能な施設の情

報」，「補助金等の支援施策に関する情報」，「市が行う講座や催し物に関す

る情報」，「活動団体，サークル等に関する情報」などを挙げた団体の割合が

高くなっており多岐にわたる情報提供の充実を図る必要があります。 

 

(ｳ) 市民の文化意識の高揚 

文化芸術活動を盛んにするために必要なことについて，「市民の文化意識の

高揚」を挙げた団体の割合が最も高くなっています。 

市民団体等による文化芸術活動への参加を促進する上でも，市民の文化芸術

活動の裾野を広げることは不可欠であり，日本遺産，大和のふるさと，レンガ

の街，そして呉市出身の文化人など呉市を象徴する文化のイメージの下に，市

民の文化意識の高揚を図る必要があります。 
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(1) 基本理念 
文化芸術振興基本法第２条に示される文化芸術振興の基本理念を受けて，本市

の文化芸術振興に関するまちづくりの基本理念を，次のように掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) 基本目標 

基本理念と市民調査等に基づく課題を踏まえ，次のような基本目標を掲げ，文

化芸術の振興により，市民一人一人が心の豊かさと潤いを実感でき，活力あふれ

る呉市の実現を目指します。 

 
 

 

 

基本目標

文化芸術活動を活性化し，文化力を高め，市民が心の豊かさと潤いを感じる。

文化財の保護・活用をし，地域の伝統文化を継承し，次世代に引き継ぐ。

｢文化芸術を身近で感じられる，
潤いあふれるまち｣の実現

●文化芸術活動を行う者の自主性と創造性が尊重され，その能力が十分に

発揮されるまちづくり 

●市民が等しく，文化芸術を鑑賞し，これに参加し，これを創造すること

ができるまちづくり 

●多様な文化芸術が保護され，その継承・発展が図られるまちづくり 

●地域の人々の主体的な活動により，多様で特色のある文化芸術が発展す

るまちづくり 

●呉市の文化芸術が広く国内，世界へ発信され，国際交流に資するまちづ

くり 

３ 基本理念と目標 
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(1) テーマと方向性 
本計画では，基本目標の実現に向けた文化振興施策を推進するため，六つのテ

ーマを設定し，施策展開の方向性を定めます。 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策展開の方向性

（テーマ１ 感じる）

質の高い文化芸術に触れる機会を拡充します。

（テーマ２ 育つ）

市民の文化芸術活動を支援します。

（テーマ３ 集う）

文化芸術活動を促進する環境をつくります。

（テーマ４ 残す）

有形無形文化財を保存し，担い手を育成します。

（テーマ５ 継ぐ）

伝統文化を継承します。

（テーマ６ 生かす）

文化財を活用し，地域振興を図ります。

４ 施策展開のテーマと方向性 

テーマ 

 
感じる 

育 つ 

集 う 

残 す 

継 ぐ 

生かす 
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(2) 評価指標 
本計画が目指す「文化芸術を身近で感じられる，潤いあふれるまち」の実現に

向け，次に掲げる評価指標を，本計画における成果を判断する数値目標として定

め，達成に向けての取組を充実していきます。 

 

基本目標 施策展開 指 標 現状値 
目標値 

(Ｈ38) 

文化芸術活動を

活性化し，文化

力を高め，市民

が心の豊かさと

潤いを感じる。 

１ 質の高い文化芸術

に触れる機会を拡充

します。 

年１回以上，映画，

音楽，演劇，文化

財等の文化芸術の

催しを鑑賞した人

の割合 

42.9％ 

（Ｈ28） 
60％以上 

２ 市民の文化芸術活
動を支援します。 

文化芸術の活動を

している人の割合 

14.4％ 

（Ｈ28） 
20％以上 

３ 文化芸術活動を促

進する環境をつくり

ます。 

本市は文化芸術活

動の盛んなまちと

思う人の割合 

47.9％ 

（Ｈ28） 
60％以上 

文化財の保護・

活用をし，地域

の伝統文化を継

承し，次世代に

引き継ぐ。 

４ 有形無形文化財を

保存し，担い手を育

成します。 

文化財学習講座の

参加人数 

176人 

（Ｈ27） 
250人以上 

５ 伝統文化を継承し

ます。 

市無形文化財に指

定している伝統文

化 

５件 

（Ｈ28） 
６件以上 

６ 文化財を活用し地

域振興を図ります。 

呉市内の文化施設

の来館者数 

65,118人 

（Ｈ27） 

80,000人 

以 上 
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(1) 感じる－質の高い文化芸術に触れる機会の拡充に関すること－ 

質の高い文化芸術に触れることは，私たちに感動や安らぎ，生きる喜びをもた

らすだけでなく，心に潤いをもたらし，心豊かで安らぎのある生活を送ることに

つながります。 

また，文化芸術は，市民がお互いに理解し，交流するきっかけづくりにもなり，

活力ある市民生活を形成していく上でも，極めて重要な意義をもっています。 

このため，市民が生涯を通じて文化芸術に親しむため，質の高い文化芸術に触

れる機会を設けるとともに，自主的で活発な文化芸術活動が行える土壌づくりが

必要です。 

 

 

 

【重点的な施策】 
 

● 呉市内の文化施設や公共施設等において，これらの施設の指定管理者等と

連携・協力体制を構築し，優れた一流の舞台芸術，音楽，美術などの魅力あ

る鑑賞機会の拡充を行うとともに，市民が気軽に文化芸術に触れることので

きる講習会，ワークショップ，地域への訪問活動などの参加・体験型事業の

充実を図ります。 
 

● 呉市内の文化芸術活動団体及び高等教育機関と連携して，文化芸術に関す

る講習会やワークショップを開催して，市民が文化芸術に接する機会の拡充

に努めます。 
 

● 呉市の小・中・高等学校などの学校教育における文化芸術の振興を図るた

め，一流の芸術家による演奏会などの鑑賞機会や呉市内の文化芸術活動団体

による指導の機会を設けます。 
 

● 市民に文化芸術を身近に感じて，親しんでもらうために，市役所１階のシ

ビックモール，公共交通機関の駅，地域の公共施設や商業施設でコンサート

や美術展覧会などのイベントを開催し，生涯を通じて文化芸術と親しむきっ

かけづくりに努めます。 

  

５ 重点的な施策展開 
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呉市文化ホールＮＨＫ交響楽団コンサート 

シビックモール潤いコンサート 

 

蘭島閣美術館ギャラリーコンサート 
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(2) 育つ－市民の文化芸術活動の支援に関すること－ 

特にこれからの文化芸術振興を担う子どもたちが，様々な文化に触れ，自ら文

化芸術活動に取り組むことは，健全な成長を促す上で重要なことです。 

また，青少年期における印象的な文化芸術体験は，生涯にわたって文化芸術に

対する関心を持ち，理解を深めていくための基礎となるものです。 

市民，特に次世代の文化芸術の担い手となる子どもたちが，多様な文化芸術に

接する機会を拡充させるとともに，自ら求めて文化芸術活動を行うことができる

ように，環境の整備を図ることが重要です。 

 

 

 

【重点的な施策】 
 

● 地域の身近な施設を活用し，一流の芸術家による地域への訪問活動などに

より子どもたちに対して芸術の鑑賞と技術指導などの機会の拡充を図り，未

来の芸術家育成支援に努めます。 

また，各地域において，市民企画サポート事業など子どもたちが取り組む

文化芸術活動への指導や助言を行う指導者の養成及び確保を推進します。 
 

● 芸術家と市民，事業者，行政をつなぎ，文化芸術活動を企画・運営し，文

化芸術の新たな可能性を開拓できる人材の育成に取り組みます。 
 

● 呉市にゆかりのある芸術家を招へいして発表活動を行い，優れた芸術家を

生み出すよう努めます。 
 

● 文化芸術活動を担う意欲にあふれた優れた人材の確保や，文化芸術の国際

交流を図るため，基隆市（台湾）との姉妹都市提携の機会を捉え，文化芸術

面での交流を図ります。 
 

● 市民の文化芸術活動の発表の場として，呉市美術公募展，呉美術協会会員

展や呉市春・秋の文化祭，けんみん文化祭ひろしまなどにおいて，文化芸術

活動団体と連携し，協力しながら支援を行います。 
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呉市美術公募展 

呉市春の文化祭 

 

けんみん文化祭ひろしま 
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(3) 集う－文化芸術活動を促進する環境づくりに関すること－ 

市民の文化芸術活動を促進するためには，その拠点となる文化施設等の整備と

ともに，シビックモール潤いコンサートの充実など日常的に文化芸術活動を行う

ことができる場を提供することが必要です。  

これらの施設においては，市民の多様なニーズに対応した機能の充実を図るこ

とが重要であると考えます。 

また，市民が文化芸術に親しみを持つためには，何らかのきっかけが必要です。 

それは一枚の絵画や友人に誘われて鑑賞した演劇，ふと訪れた歴史的建造物の

文化財だったりします。 

このようなきっかけを作り出すために，美術展，演劇，音楽会などの情報や身

近な文化財等の情報を，多方面へ積極的に提供し周知を図ることが必要です。 

 

 

 

 

【重点的な施策】 
 

● 呉市文化ホール，呉市立美術館，蘭島文化振興施設，くれ絆ホール，生涯

学習センター等の公共施設については，法定点検を履行し，計画的に修繕を

行い，適正に施設を維持管理するとともに，障がい者，高齢者，妊産婦や乳

幼児にもやさしく使いやすい施設に整備して，文化芸術の鑑賞や文化芸術活

動の日頃の成果発表及び練習での活動の場の拡充を図ります。 
 

● 地域の芸術家，伝統芸能，技能保持者や愛好家が，交流する場の確保に努

めます。 
 

● 文化施設の施設予約等に，情報通信技術を活用し，利用者の利便性の向上

に努めます。 
 

● 文化芸術に関する市民の多様なニーズに応えるため，インターネットや新

聞，呉市政だより，呉市ホームページ等の誰でも手軽に情報を入手できる方

法で，文化芸術関連のイベント情報や文化芸術活動及び身近な文化財等の情

報提供の推進に努めます。 
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くれ絆ホール 

呉市文化ホール 

蘭島文化振興施設 

呉市立美術館 
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(4) 残す－有形無形文化財の保存と担い手の育成に関すること－  

文化財は，市民が郷土の歴史・自然や文化を理解し学ぶ上で欠かせないもので

あり，新たに文化を創造していく上での基礎となるものです。 

このため，市民共通の財産である入船山記念館，旧澤原家住宅，本庄水源地え

ん堤，重要伝統的建造物群保存地区の豊町御手洗の町並みなどの歴史的建造物及

び史跡等の文化財の保存整備を進め，次世代に引き継いでいくとともに，一般に

公開し活用していくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

【重点的な施策】 
 

● 呉市内の優れた文化財を後世に伝えるため適正に文化財の保存を行うとと

もに，文化財的に価値のあるものについては，文化財の指定を行い，その保

存・周知・継承を行います。 
 

● 文化財の公開や展示会を開催するとともに，広報やホームページ等を通し

て，文化財に関する情報の提供を図ります。 
 

● 市民の文化財保護活動への参加を推進するとともに，文化財の解説ができ

る歴史文化遺産マイスターの育成を図ります。  
 

● 市民との協働により文化財の防火，防災等安全対策の充実を図ります。  
 

● 学校や地域において文化財を学習し，体験することができる機会を拡充し，

子どもたちや市民が，ふるさとの歴史・自然や地域に伝わる文化財に触れて

学ぶ機会を提供します。 
 

● 重要伝統的建造物群保存地区の豊町御手洗の町並み保存事業や同地区に所

在し，江戸時代の茶室を有する旧金子家住宅などの文化財の一般公開及び活

用を積極的に行い，地域の活性化に努めます。 
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文化財防火デーでの防火訓練（国重要文化財・入船山記念館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊町御手洗の旧金子家住宅の修復  

文化財訪ね歩き（国重要文化財・旧澤原家住宅） 
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(5) 継ぐ－伝統文化の継承に関すること－ 

地域の中で育まれてきた民俗芸能，祭り，年中行事や工芸技術などの伝統文化

は，暮らしに彩りと潤いを与え，市民の心を豊かにして，地域の連帯や世代間交

流に重要な役割を果たしてきました。 

しかしながら，本市においても少子高齢社会の到来，地域活動の衰退などによ

り，伝統文化の担い手が減少し，存続の危機にある伝統文化も存在します。 

地域の伝統文化を次世代に引き継いでいくためには，時代の変化に応じた形で

発展，継承させていくことが重要だと考えます。 

 

 

 

 

 

 

【重点的な施策】 
 

● 民俗芸能等の伝統文化の保存，継承のための支援を行い，後継者養成に努

めます。 
 

● 民俗芸能の公開や，伝統工芸のワークショップを行い，伝統文化に接する

機会の拡充を図ります。 
 

● 学校教育における伝統文化の学習機会の拡充に努め，ふるさと呉の歴史や

地域に伝わる伝統文化を学習する機会を提供します。 
 

● 市内の各地域特有の身近な盆踊りや祭りなどの民俗芸能を伝承していく地

域活動に対して支援をしていきます。 
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音戸の舟唄全国大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音戸の舟唄全国大会 

 小坪神楽 

 

呉音頭 

） 
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(6) 生かす－文化財を活用した地域振興に関すること－ 

近年においては，文化財の活用が地域振興や地方創生にも資するものとの認識

が高まってきており，文化財の活用に期待される効果や役割が拡大しています。 

また，市の「宝」である文化財を「保存」することに加え，その特性や保存に

配慮しつつ，魅力を一層引き出すような形での「発信」「活用」を行っていくこ

とが求められています。 

今後は，文化財の鑑賞による「公開による活用」にとどまらず，日本遺産や下

蒲刈の朝鮮通信使，御手洗の町並みなど地域の歴史的魅力や特色を国内外へ積極

的に情報発信を行いながら，関係市町及び関係部局と連携を図り，まちの賑わい

創出，地域活性化に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

【重点的な施策】 
 

● 日本遺産のストーリーを全国，海外に発信し，ブランド価値を高めるとと

もに，呉市を訪れる人を増やし，交流人口の拡大を目指します。 
 

● 日本遺産や御手洗の町並みなど地域の特色ある歴史・文化について，市民

に対する学習機会を設け，次世代への継承に取り組みます。 
 

● 日本遺産による旧軍港四市のつながりをさらに広げるため「造船業」や「近

代化遺産」，「食文化」さらにその時代に四市で活躍した歴史的「人物」の

つながりを基に交流を図り，特色ある都市ブランド化を図ります。 
 

● 下蒲刈の朝鮮通信使，豊町御手洗の町並み，くらはし遣唐使など地域の特

色ある歴史・文化資源の活用を図ります。 
 

● 江戸時代の外国使節団「朝鮮通信使」に関係する資料のユネスコ世界記憶

遺産への認定を視野に入れ，積極的な情報発信に努め，観光客の誘客を図り

ます。 
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豊町御手洗の町並み保存地区でのイベント 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝鮮通信使再現行列  

旧呉鎮守府司令長官官舎（国重要文化財） 
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本計画に掲げる文化芸術振興のための各施策を円滑かつ効果的に推進するに当

たっては，市民，芸術家，文化芸術活動団体，事業者及び行政がそれぞれ対等な

立場で，良きパートナーとして連携し，次に掲げる役割を十分に理解した上で，

市民の生きがいづくりに寄与する呉市の文化芸術振興に取り組んでいくことが大

変重要と考えます。 

(1) 市民の役割 

市民は，呉市の文化芸術振興の主役であり担い手であることから，文化芸術に

積極的に触れ，活動することを通じて，それぞれが持つ力を存分に発揮すること

が求められています。 

また，市民が積極的に文化芸術に親しむことは強制されてではなく，市民自ら

が自発的に活動することが重要で，そうすることによって市全体が明るく元気に

なり，多くの市民が心の豊かさや生きがいを実感できるようになることが期待さ

れます。 

(2) 芸術家及び文化芸術活動団体の役割 

芸術家及び文化芸術活動団体には，呉市の文化芸術振興をリードし，多くの市

民にその素晴らしさを伝えていくとともに次世代の文化人やトップアーティスト

を育てていく役割が求められています。 

また，文化芸術活動団体には，自発性・自立性・創造性を発揮して，特色のあ

る文化芸術活動を独自に展開するとともに，関係機関等と連携・協力しながら，

呉市の文化芸術振興に貢献することが求められています。 

特に，日々の研さんの成果を発表する場である演奏会，舞台発表会，市美術公

募展や会員展などを通じて，広く市民が音楽，舞台芸術，美術鑑賞等に触れるこ

とのできる場を積極的に提供するとともに，学校等で子どもたちに文化芸術の素

晴らしさに触れてもらう機会を提供し，これからの文化芸術活動を担う次世代の

人材育成を行っていくことも期待されています。 

また，若手芸術家の育成を推進し，自らの団体への若者の加入を促進すること

によって団体の活性化を図るなど，これからの時代に合致した団体運営への発展

的転換が求められています。 

(3) 事業者の役割 

企業等の民間団体も呉市の文化芸術活動を担う地域の一員であり，民間ならで

はの事業ノウハウや人的・財政的支援など，自由で画一的でない多様な支援策に

より，文化芸術活動を積極的に支援することが期待されています。 

また，社員が文化芸術活動に触れることのできる職場環境づくりに取り組むこ

とによって，ゆとりと潤いのある生活を生み，その結果，社員の士気を高め，豊

かな発想や創造力を高めることもできることから，社員が文化芸術活動に参加し

６ 計画の推進に向けて 
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やすくなる方策を講ずることも望まれています。 

(4) 市の役割 

ア 文化芸術振興に関する総合調整  

市民の生きがいづくりに寄与するため，文化芸術振興を支える環境づくりを

継続的に行うとともに，子どもや若者が本物の芸術に触れる機会を拡充するな

ど，人材育成をしていくことが求められています。 

そのため市は，呉市の文化芸術振興に係る基本的な方針の策定及び全体の総

合調整役として，本計画の推進に努めるとともに，市民の文化芸術活動への参

加意識を高める上からも，呉市の文化芸術活動に関する統計調査やアンケート

調査等を定期的に実施して，本市の文化芸術の現状や市民の意見・要望のきめ

細かな把握に努めます。 

また，文化行政に関わる関係機関や観光，教育，福祉等の様々な行政分野間

の連携・協力を進めていきます。 

 

イ 質の高い文化芸術に触れる機会の拡充 

市民が生涯を通じて文化芸術に親しむために，一流の芸術家による演奏会や

展覧会並びに技術講習会等を開催して文化芸術に触れる機会を設けるとともに，

自主的で活発な文化芸術活動が行える土壌づくりを行う必要があります。 

 

ウ 市民文化芸術活動への支援  

呉市における文化芸術の振興のためには，既存の文化芸術活動団体への人的･

財政的支援を行うほか，新たな呉市の文化を生み出す原動力となる若手芸術家

や，新たに文化芸術活動に取り組む団体・市民を積極的に支援する必要があり

ます。 

 

エ 文化芸術振興を支える環境づくり  

市民の文化芸術の発表の場や本物の文化芸術に触れることのできる場所であ

る呉市文化ホール，くれ絆ホール，呉市立美術館等の文化施設の整備や，呉市

の貴重な財産として後世に引き継がなければならない旧呉鎮守府司令長官官舎

や旧澤原家住宅等の文化財の適切な維持管理に努め，呉市の文化芸術活動の拠

点整備に努めなければなりません。 

 

オ 文化振興財団等との連携 

文化振興財団等の文化振興に深く関連する団体については，自身の事業を実

施するだけでなく，市民や文化芸術活動団体とのネットワークづくりや文化芸

術活動の支援を行ってもらうため，市として文化振興財団等と連携する必要が

あります。 
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市は関係団体と連携しながら，市民（特に小中学生を含む若者）に本物の文

化芸術に触れる機会の提供や文化芸術を活用した教育を実施することにより，

子どもたちの豊かな人間性と多様な個性を育成していく必要があります。 

また，そのことが，呉市の文化芸術を次の世代に引き継ぎ，更に発展させて

いくことにもつながるものと考えています。 

 

 

 

 

 

呉市の文化芸術の担い手は市民そのものであり，市民こそがその主役です。 

こうしたことを理解した上で，市民，芸術家，文化芸術活動団体，事業者及び

行政がそれぞれに期待される役割を果たすことにより，本市において様々な文化

が栄えていくことが期待されます。 

市民の皆様が文化芸術活動を通じて明るく，元気になり，それを次の世代につ

なげていくことが，本計画の目指すところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに 


